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所管課

Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

(1) 保守・点検

指定管理者 委託業者

○

(2) 小規模修繕

指定管理者 委託業者

○

(3) 防犯・防災対策

指定管理者 委託業者

○

(4) 料金徴収業務

指定管理者 委託業者

○

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加・削除して記入してください。

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

保守・点検

沖縄県営住宅等
指定管理者業務
仕様書のとおり実
施

現場及び業務報
告書にて確認

事業計画どおり
に実施

関係法令等に基づき今後
も適切な点検に努めるこ
と。

指定管理者制度導入施設　モニタリングシート

事業計画

実施主体
(該当者に○印) 実施内容

整合性の検証 現状分析・課題
（事業報告書） （現地確認）

指定管理者

施設名称 対象年度 令和元年度沖縄県営住宅（中部Ｂ地区）

土木建築部
住宅課

沖縄県住宅供給公社
指定期間：平成27年４月～令和２年３月

維持修繕

沖縄県営住宅等
指定管理者業務
仕様書のとおり実
施

現場及び業務報
告書にて確認

事業計画どおり
に実施

老朽化している団地が多
く、今後も修繕、計画修繕
等適切に修繕を行うこと。

事業計画

実施主体
(該当者に○印) 実施内容

整合性の検証 現状分析・課題
（事業報告書） （現地確認）

防火管理

沖縄県営住宅等
指定管理者業務
仕様書のとおり実
施

現場及び業務報
告書にて確認

事業計画どおり
に実施

今後も県営住宅防火管理
要領に基づき、防火管理
を適切に実施すること。

事業計画

実施主体
(該当者に○印) 実施内容

整合性の検証 現状分析・課題
（事業報告書） （現地確認）

※「１．維持管理業務」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度（R２年度）の主な取組改善案を記入してく
ださい。

１．維持管理業務
取組改善案

老朽化している団地が多いことから、保守・点検の徹底、及び台風災害等に対応するため
計画修繕・緊急修繕に努める。

事業計画

実施主体
(該当者に○印) 実施内容

整合性の検証 現状分析・課題
（事業報告書） （現地確認）

使用料徴収

沖縄県営住宅等
指定管理者業務
仕様書のとおり実
施

現場及び業務報
告書にて確認

事業計画どおり
に実施

今後も徴収率向上に努め
ること。
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２．運営業務

(1) 利用実績

[１) 入居率等]　

前年比 計画比

94.5% 104.3% 102.2%

入居率等を①利用状況の評価項目とする場合に本欄を使用する。 A

(2) 情報管理

指定管理者 委託業者

○

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

※「２．運営業務」「３．自主事業」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度（R２年度）の主な取組改善案を記入して
ください。

96.5% 98.6%

指定管理者と連携
を図り、迅速な空
家修繕等に努め
る。

評価（①利用状況）

今後も入退去者情報等を適正に管
理していく。

事業計画

実施主体
(該当者に○印) 実施内容

整合性の検証

住宅入居率

事業計画どおり
適切に実施

基本協定書の個人
情報取扱特記事
項のとおり

個人データは県
営住宅電算シス
テムで適正に管
理

電子データは指
定管理者と県とを
専用回線で接続
している県営住宅
電算システムで管
理されている。
また、各種紙媒体
は別途ファイリング
を行うなど適切に
管理されている。

（事業報告書）

２．運営業務
取組改善案

入居者が退去時において負担すべき修繕費（原状回復費）や公共料金を未払いのまま退去して発生した
空家については、次の入居案内が遅れるケースがあるため、退去修繕費への敷金の充当や県費での立替
による計画修繕などの対策により、入居率の向上を図る。

 現状分析・課題

整合性の検証 現状分析
・課題

H30年実績
事業計画
（目標値）

R1年実績

（現地確認）

【評価基準（①利用状況）】

目標値に対する達成率

Ｓ：110％以上

Ａ：100％以上、110％未満

Ｂ：80％以上、100％未満

Ｃ：80％未満

【評価基準（①利用状況）】

目標値に対する達成率

Ｓ：110％以上

Ａ：100％以上、110％未満

Ｂ：80％以上、100％未満

Ｃ：80％未満
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Ⅱ．サービスの質の評価

H30年評価 R1年目標

〈満足度〉  71 ％
・満足        25％
・やや満足  46％
・やや不満  19％
・不満         10％

Ｂ

〈満足度〉   92％
・満足        39％
・やや満足  53％
・やや不満  6％
・不満         2％

Ｓ

〈満足度〉   71％
・満足        31％
・やや満足  40％
・やや不満  17％
・不満         12％

Ｂ

〈満足度〉   87％
・満足        26％
・やや満足  61％
・やや不満  10％
・不満         3％

Ａ

評価
（②満足度）

Ａ

※「Ⅱ．サービスの質の評価」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度（R２年度）の主な取組改善案を記入してください。

〈改善要望〉
・警報器の誤作動をなくしてほしい

〈満足度〉82.5％

〈満足度〉82.5％

〈満足度〉82.5％

〈満足度〉82.5％

R1年評価

〈改善要望〉
街灯などをＬＥＤにしてほしい

〈改善要望〉
特になし

〈改善要望〉
・防犯カメラを設置してほしい
・駐車場を増やしてほしい

施設・設備
管理

評価項目

接客対応や緊急時の対応については、きめ細やかなサービスの提供ができた。さらに、令和2年度から宜野湾出張所を開設
することにより、居住者サービスの拡充を図っていく。

　指定修繕業者に
対しては修繕工事
実施の説明会、会
議等で指導管理が
徹底されており、緊
急・一般修繕などに
迅速に対応を行っ
ている。
　また、定期的に団
地敷地内や建物を
巡回することで、危
険部位の早期発見・
是正に繋がってい
る。

　入居者からの要望等
には現地調査を行い、
県、指定管理者と連携
し、入居者に不平等が
生じないように対応を
行っており、引き続き入
居者が快適に暮らせる
ように努めてほしい。

　多岐にわたる入
居者からの相談事
項にも、現場に赴
き、早期解決に努
めている。入居者
の迷惑行為等の相
談には、電話や窓
口で詳細を聞き取
り、現場で確認を
行った後に早期に
迷惑行為を行って
いる入居者に対し
指導をしている。
　また、自治会の
要望も多岐に亘っ
ているので、その
団地の事情に沿っ
た対応に努めてい
る。

　引き続き入居者等か
らの苦情、要望等を汲
み取り、業務改善に努
めてほしい。

　可能な限り、入
居者からの要望に
応えられている。
　自治会と入居者
との意見調整など
にも公社が間に
入って対応してい
る。

　引き続き入居者等か
らの苦情、要望等を汲
み取り、業務改善に努
めてほしい。

　台風の暴風雨警
報発令時には公社
職員２～３名を配
置、必要に応じて
増員を行い公社内
にて待機し、入居
者及び周辺住民か
らの電話に対応し
ている。
　また、定時報告
として３時間毎に
県住宅課への被害
報告を行ってい
る。

　引き続き、緊急時にお
いては、入居者の安心
安全のための対応にあ
たってほしい。

〈満足度〉80％
・満足45％
・やや満足35％
・やや不満13％
・不満7％

〈満足度〉 80％
・満足       30％
・やや満足  50％
・やや不満  13％
・不満         7％

〈満足度〉82.5％
　これまで培ってきたノ
ウハウをいかし、県営住
宅のより良い環境づくり
のため、入居者からの
苦情や要望に適切に
対処しており、引き続き
入居者の立場にたった
親切丁寧な対応を心が
けてほしい。

　協定書に基づき
業務を遂行した。
低い評価項目につ
いては、改善要望
などを活用するな
ど、迅速かつ細や
かな業務による居
住者サービスの向
上に努める。

Ⅱ．サービスの質
の評価

取組改善案

緊急時の対
応

総合評価
（各評価項目の平

均）

〈満足度〉65％
・満足26％
・やや満足39％
・やや不満19％
・不満16％

〈満足度〉81％（※1）
・満足53％
・やや満足28％
・やや不満16％
・不満3％

〈満足度〉
　80％

運
営
業
務

接客対応

駐車場につ
いて

〈満足度〉94％
・満足65％
・やや満足29％
・やや不満6％
・不満0％

※1：満足度とは、回答選択肢のうち中位を超える割合（５段階評価の場合上位２段
階の割合、４段階評価の場合上位２段の割合、３段階評価の場合上位の割合）
　ただし、奇数評価の場合、中央に集まる傾向があること、「普通」評価は改善に繋
げる観点では価値が乏しいことから、４段階評価が望ましい。

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。
※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

指定管理者
自己評価

現状分析・課題

維
持
管
理
業
務

【評価基準（②満足度）】

総合評価においては各評価項目の満足度の平均

各評価項目においてはそれぞれの満足度

Ｓ：90％以上

Ａ：80％以上、90％未満

Ｂ：70％以上、80％未満

Ｃ：70％未満
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Ⅲ．サービスの安定性評価（財務状況）

１．事業収支

(1) 収入 単位：千円

前年比 計画比

（％） （％）

0 0 0 － －

51,203 52,151 52,151 102% 100%

377,251 529,630 529,630 140% 100%

428,454 581,781 581,781 136% 100%

(2) 支出 単位：千円

前年比 対計画比

（％） （％）

34,748 32,226 37,576 108.1% 116.6%

383 0 454 118.5% －

785 1,559 687 87.5% 44.1%

903 1,259 1,540 170.5% 122.3%

1,772 2,050 1,876 105.9% 91.5%

4,011 4,492 4,239 105.7% 94.4%

3,833 3,600 3,935 102.7% 109.3%

377,251 529,630 529,630 140.4% 100.0%

5,997 6,433 6,005 100.1% 93.3%

0 532 0 － －

0 0 0 － －

その他 0 0 0 － －

429,683 581,781 585,942

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

委託料

収入項目 事業計画 R1年実績 特記事項

指定管理料（業務管理費）

〈現状分析・課題〉

　県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書で定められた業務管理費を指定管理料として支払っている。また、修繕費については
別途年度協定に基づいて支払っている。

支出項目 事業計画 R1年実績 特記事項

利用料金収入

合計（Ａ）

指定管理料（修繕費）

　県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書で定められた業務管理費を指定管理料として支払っている。また、修繕費については
別途年度協定に基づいて支払っている。

H30年実績

H30年実績

使用料及び賃借料

修繕費

管理人手当

水道管理費

負担金

合計（Ｂ）

〈現状分析・課題〉

人件費

賃金

旅費

需用費

役務費



別紙６

２．経営分析指標 単位：千円

前年比 計画比

（％） （％）

※「現状分析・課題」欄は具体的に記入してください。

※「Ⅲ．サービスの安定性評価（財務状況）」の各項目の「現状分析・課題」等を踏まえて、現年度（R２年度）の主な取組改善案を記入してください。

【経営分析指標の評価の考え方】

248.3% －
（事業収支(Ｃ)／収入合計(Ｂ)）

人件費比率
66.3% 66.7% 100.7%

支出Bのうち、業務管理
費で計算（人件費／支出(Ｂ)）

108.0%

評価指標 事業計画 R1年実績 特記事項

事業収支（Ｃ）
-1,229 -4,161 338.6%

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）
0

61.8%

収益率
-0.3% 0.0% -0.7%

外部委託費比率
7.6% 7.5% 98.4%

支出Bのうち、業務管理
費で計算（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

利用者あたり管理コスト
121 165 136.4%

管理戸数3,557戸
(R2.3.31時点)（支出(Ｂ)／利用者数）

87.4%

100.7%

8.6%

164

利用者あたり自治体負担コスト
120 164 135.8%

管理戸数3,557戸
(R2.3.31時点)（指定管理料／利用者数）

〈現状分析・課題〉

評価指標 計算方法

100.0%

Ⅲ．サービスの安定性評価
（財務状況）
取組改善案

県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書に基づき業務管理費・修繕費を支払っている
ため、その範囲で支出を行う必要がある。今後も計画どおりとなるよう経費節減に努める必要がある。

164

評価の考え方

B評価（③財務状況）

事業収支 収入－支出

利用料金比率 利用料金収入／収入

人件費比率 人件費／支出

事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題となるため、県、指定管理者で協力して黒
字化のための方策を協議する必要がある。
※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。

指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定したものであるのかを確認する。
※過年度実績に対し増減がある場合には、利用料金そのものの増減によるものか、自主事
業等その他収入の増減によるものかなど、その要因を整理すること。

過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。
※変動がある場合には、人件費そのものの増減によるものか、その他支出項目の増減による
ものか、その要因を整理すること。
※人件費の減少がある場合には、それによって効率が低下していないかを確認する。また、
人件費の増加がある場合には、求められる管理水準に対し必要な措置か確認すること。

収益率 事業収支／収入

計画、過年度実績、類似施設と比較して、安定したものとなっているか、適切な範囲内となっ
ているか確認する。
※計画や過年度実績に対し変動がある場合には、その要因を整理すること。
※計画等に対し上昇している場合、必要な変動費が十分に充てられているか確認すること。
また、計画等に対し減少している場合、当初の収支見込が適切であったか精査すること。

外部委託費比率 外部委託費合計／支出

利用者あたり管理コスト 支出／利用者数

利用者あたり自治体負
担コスト

指定管理料／利用者数

過年度実績や類似施設と比較して、適切な範囲内となっているか確認する。
※増減がある場合には、外部委託の範囲が仕様書等に定める適切な範囲内となっている
か、外部委託の活用が業務の効率化に繋がっているか確認する。

利用者１人当たりに対する管理コストについて、過年度実績や類似施設と比較することによ
り、当該施設の効率性を確認する。（コストが抑えられていても利用者が減少していないか、
あるいは利用者は増加しているがコストがかかり過ぎていないかなど）
※変動がある場合には、その要因を整理すること。
※過年度に対し上昇している場合、現状の利用者数に対して支出が過大になっていないか
確認する。また、過年度に対し減少している場合、現状の利用者数に対し、必要な変動費が
十分に充てられているか確認する。

利用者１人当たりに対する県の財政負担を確認する。
過年度実績や類似施設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

－

H30年実績

利用料金比率 利用料金制は導入して
いない。（利用料金収入／収入(Ａ)）

【評価基準（③財務状況）】

収益率（事業収支／収入合計）

Ａ： 0％以上

Ｂ：-5％以上、0％未満

Ｃ：-5％未満

【評価基準（③財務状況）】

収益率（事業収支／収入合計）

Ａ： 0％以上

Ｂ：-5％以上、0％未満

Ｃ：-5％未満
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Ⅳ．総合評価
１．目標

評価指標 R3年

①入居率 入居率 97.5%

②満足度 満足度 87.5%

財
務
指
標

③財務状況 収益率 1.0%

２．評価結果

前年比 計画比

①入居率 入居率 94.5% 96.5% 98.6% 104% 102.2%
指定管理者と連携を図
り、迅速な空家修繕等に
努める。

A 96.5%

②満足度 満足度 80.0% 82.5% 80.0% 100% 97%

これまで培ってきたノウ
ハウをいかし、県営住宅
のより良い環境づくりの
ため、入居者からの苦情
や要望に適切に対処し
ており、引き続き入居者
の立場にたった親切丁
寧な対応を心がけてほし
い。

A 85.0%

財
務
指
標

③財務状況 収益率 -0.3% 1.0% -0.7% 233% -70%

県営住宅の指定管理者
制度は利用料金制では
なく、基本協定書及び年
度協定書に基づき業務
管理費・修繕費を支払っ
ているため、その範囲で
支出を行う必要がある。
今後も計画どおりとなる
よう経費節減に努める必
要がある。

B 1.0%

活
動
指
標

④重点取組
事項

住宅使用料
収納率（現
年）

99.0% 98.4% 99.0% 100% 101%

県営住宅使用料は県営
住宅の管理運営に係る
費用の財源である。県営
住宅使用料全体の徴収
率は全国平均に比べ低
い水準となっていること
から、徴収率向上に努め
る必要がある。

Ａ 98.6%

総合評価 Ａ

※「現状分析・課題」「取組改善案」は６－Ⅰ～Ⅲから転記する。
※「R２年度目標値」は、「取組改善案」を踏まえ、現年度の目標を可能な限り数値目標として設定する。

評価項目

成
果
指
標

R2年
目標値

評価R1年実績評価指標
事業計画
（目標値）

H30年実績 現状分析・課題

評価項目 備考

成
果
指
標

R1年 R2年

96.5%

82.5%

1.0%

97.0%

85.0%

1.0%

県営住宅の指定管理者制
度は利用料金制ではなく、
基本協定書及び年度協定
書に基づき業務管理費・修
繕費を支払っているため、
その範囲で支出を行う必要
がある。今後も計画どおりと
なるよう指定管理者と連携
を図り、経費節減に努め
る。

入居者に専門相談窓口や
家賃減免制度の周知を行う
とともに、滞納が見込まれる
場合は通知、電話及び訪
問などにより接触し諸制度
の活用を促し引き続き滞納
を防ぎ徴収率向上に努める
必要がある。

1.0%

取組改善案

R4年

98.0%

90.0%

入居者が退去時において
負担すべき修繕費や公共
料金を未払いのまま退去し
て発生した空家について
は、次の入居案内が遅れる
ケースがあるため、敷金で
相殺するなどの対策によ
り、入居率の向上を図る。

入居者からの要望等は現
地調査を行うなどして汲み
取り、引き続きサービスの向
上・業務改善を図る。
また、台風災害等時の緊急
対応について、入居者へ周
知徹底を図るなど、入居者
の安全・安心の確保を図
る。

【評価基準】

①利用状況

目標値に対する達成率

Ｓ：110％以上

Ａ：100％以上、110％未満

Ｂ：80％以上、100％未満

Ｃ：80％未満

②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）

Ｓ：90％以上

Ａ：80％以上、90％未満

Ｂ：70％以上、80％未満

Ｃ：70％未満

③財務状況

収益率（事業収支／収入合計）

Ａ： 0％以上

Ｂ：-5％以上、0％未満

Ｃ：-5％未満

④重点取組事項

目標に対する評価

Ｓ：目標を大きく上回る

Ａ：目標を概ね達成

Ｂ：目標を下回る

Ｃ：目標を大きく下回る

【評価基準】

①利用状況

目標値に対する達成率

Ｓ：110％以上

Ａ：100％以上、110％未満

Ｂ：80％以上、100％未満

Ｃ：80％未満

②満足度

総合評価における満足度（各評価項目の平均値）

Ｓ：90％以上

Ａ：80％以上、90％未満

Ｂ：70％以上、80％未満

Ｃ：70％未満

③財務状況

収益率（事業収支／収入合計）

Ａ： 0％以上

Ｂ：-5％以上、0％未満

Ｃ：-5％未満

④重点取組事項

目標に対する評価

Ｓ：目標を大きく上回る

Ａ：目標を概ね達成

Ｂ：目標を下回る

Ｃ：目標を大きく下回る

【総合評価基準】

【各評価項目点数】
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経営状況分析シート　【施設名称：沖縄県営住宅（中部Ｂ地区）】

直営 指定管理（平成18年度から指定管理者制度）

単位 H17 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 戸 3,567 3,606 3,606 3,606 3,516 3,426 3,462 3,420 3,491 3,557

目標比
H17比 ％ 101% 101% 101% 99% 96% 97% 96% 98% 100% 0% 0%

千円 77,490 51,967 50,737 50,737 52,187 51,203 51,203 51,203 51,203 52,151
％ 96.9% 96.8% 97.6% 105.8% 96.6% 104.9% 104.8% 97.7% 92.6% #DIV/0! #DIV/0!

千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
％ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

千円 77,490 51,967 50,737 50,737 52,187 51,203 51,203 51,203 51,203 52,151 0 0
管理費計 千円 77,490 53,645 52,393 52,011 49,309 52,995 48,824 48,853 52,432 56,312

千円 0 -1,678 -1,656 -1,274 2,878 -1,792 2,379 2,350 -1,229 -4,161 0 0
％ 0 -3.2% -3.3% -2.5% 5.5% -3.5% 4.6% 4.6% -2.4% -8.0% #DIV/0! #DIV/0!
円 21,724 14,877 14,529 14,423 14,024 15,468 14,103 14,285 15,019 15,831 #DIV/0! #DIV/0!
円 21,724 14,411 14,070 14,070 14,843 14,945 14,790 14,972 14,667 14,662 #DIV/0! #DIV/0!
円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

※平成17年度は全地区に係る委託料について、現行の管理数で案分した数値を記入。

特記事項 ※年度毎の変動について要因分析を記載 目標設定の考え方 ※目標設定の根拠や考え方などを記載

指標

成果指標
管理戸数

財務指標

指定管理料
 県負担割合（指定管理料／管理費計）

利用料金収入
 利用料金比率（利用料金／収入計）

収入計

収支

R1年度 R2年度

収益率（収支／収入計）

/単位
一戸あたり管理コスト
一戸あたり指定管理料
一戸あたり利用料金収入

H29年度 R5年度

H31年度 R3年度

H30年度 R4年度

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

管理戸数一戸あたり（円） （戸）

管理戸数実績

一戸あたり管理コスト

一戸あたり指定管理



（３～５については、改善が必要です）

（３～５については、改善が必要です）

（７については、改善が必要です）

沖縄県住宅供給公社

令和元年度対象年度沖縄県営住宅（北部地区、中部Ａ地区、中部Ｂ地区、南部地区）

1 2 3 4 5 6 7

4 5

2 3 4 5

４週３日以下

３　所定休日
　所定休日をどのように定めていますか。
　
　休日は少なくとも毎週１日又は４週間を通じ４日を与
えなければなりません（法第３５条）

週休2日制 週休１日制 その他

完全(毎週) 月３回 隔週 月１～２回 週１日 ４週４日

別紙４

労 働 条 件 等 自 主 点 検 表

施設名称

指定管理者名

２　就業規則
　就業規則（労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定め
方及び支払方法、退職（解雇の事由を含む。）等、労働
条件の具体的細目を定めた規則）を作成しています
か。また就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っ
ていますか。

　常時１０人以上の労働者(パートタイム労働者を含
む。）を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄
労働基準監督署長へ届け出なければなりません（法第
８９条）
　また、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備付
け、書面の交付又は電子機器の設置等により労働者
に周知させなければなりません（法第106条）

常時使用す
る労働者は
10人未満で
ある。

常時使用する労働者が10人以上である

作成して監
督署に届け
出てあり、
内容も実情
に合ってい
る

作成して監
督署に届け
出てある
が、内容が
実情に合っ
ていない

作成してあ
るが、監督
署に届け出
ていない

　  ※　以下の確認事項に従い、指定管理者による確認結果欄の該当する箇所に○を付け、記入が必要な箇所については記入願います。

確認事項 指定管理者による確認結果
１　労働条件の明示
　労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退
職（解雇の事由を含む。）、安全衛生等の労働条件を
労働者に対し明示していますか。この場合において、
労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付し
ていますか。

　労働契約の締結時には、パートタイム労働者を含む
すべての労働者に対し労働時間、賃金、退職（解雇の
事由を含む）、安全衛生等の労働条件を明示しなけれ
ばなりません。特に、労働契約期間、有期労働契約を
更新する場合の基準、始業・終業の時刻、所定時間外
労働の有無等、約定賃金の決定、計算、支払の方法
及び賃金の締切り、支払の時期等、退職（解雇の事由
を含む。）については、書面を交付しなければなりませ
ん[労働基準法（以下「法」といいます。）第１５条]

就業規則、
労働条件通
知書を交付
して労働条
件全般につ
いて明示し
ている

労働条件全
般について
口頭で明示
するととも
に、労働時
間、賃金等
に関する事
項について
は書面を交
付している

労働条件全
般について
口頭で明示
している
が、書面の
交付はして
いない

労働時間、
賃金等の労
働条件の一
部について
のみ口頭で
明示してい
る

労働契約締
結時には明
示していな
い

1

作成してい
ない

1 2 3

- 1 -



（２、３については改善が必要です）

※年次有給休暇の法定の付与日数表（週所定労働日数が５日以上、
　又は、週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合。）

※なお、月30時間未満の労働者は比例付与することとされています。

（２、３については、改善が必要です）

（２については、改善が必要です。）

【支払う賃金(A)と地域別最低賃金（B)の比較方法】

時間外労働・深夜労働について

（２、３については改善が必要です。）

休日労働について

（２、３については改善が必要です。）

2 3

３割５分以上の割増
率にしている

３割５分未満の割増
率にしている

休日労働をさせてい
るが、支払っていな
い

1 2 3

６　最低賃金
　地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。
　
　なお、地域別最低賃金には次の賃金は含まれませ
ん。
　　　①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
　　　②１月を超える期間ごとに支払われる賃金
         （賞与等）
　　　③所定外・休日・深夜の労働に対して支払われ
　　　　 る割増賃金
　　　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

支払っている 支払っていない

1 2

７　割増賃金
　時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場
合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支
払っていますか。

　法定労働時間を超える時間外労働については、2割5
分以上、法定休日における休日労働については3割5
分以上、深夜労働（午後10時から翌日午前5時の間の
労働をいいます。）については2割5分以上の割増賃金
を支払わなければなりません（法第37条）。

※割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手
当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払
われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃
金は算入しません。

２割５分以上の割増
率にしている

２割５分未満の割増
率にしている

時間外労働又は深夜
労働をさせている
が、支払っていない

1

５　健康診断
　定期健康診断を実施していますか。

　常時使用する労働者については、年１回定期に健康
診断を行わなければなりません（労働安全衛生法第６
６条）。
　なお、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に
対しては６月以内ごとに１回定期に健康診断を行わな
ければなりません（労働安全衛生規則第４５条）

毎年１回以上定期的
に行っている

年によって行ったり
行わなかったり一定
しない

行ったことがない

1 2 3

４　年次有給休暇
　年次有給休暇についてはどのように取り扱っていま
すか。

　年次有給休暇は、６ヶ月間継続勤務し、全労働日の８
割以上を出勤した労働者については１０労働日、以降
１年ごとに付与日数を増加しなければなりません（法第
３９条）
　
　

法定どおりの年次有給
休暇を与えている

年次有給休暇を与えて
いるが、付与日数が法
定を下回っている

年次有給休暇を与えて
いない

1 2 3

2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14

勤続年数 0.5 1.5

16 18 20

時間によって定

められた賃金

（時間給）

日、週、月等

によって定め

られた賃金

当該期間における所定労

働時間数（日、週、月に

よって所定労働時間が異

なる場合には、それぞれ１

週間、４週間、１年間の平

均所定労働時間数）

地域別

最低賃金

（時間額）＋ ÷ ≧

(A) (B)

- 2 -



※調査対象となる従業員は、雇用形態（正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において

   指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもっぱら従事する従業員(平成○年３月末における業務全体のうち、当該業務の

 　割合が概ね50％以上の従業員)となります。　

※調査対象となる従業員は、雇用形態（正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該指定管理施設において

   指定管理者と雇用契約を結ぶ指定管理業務にもっぱら従事する従業員(平成○年３月末における業務全体のうち、当該業務の

 　割合が概ね50％以上の従業員)となります。　

従業員に健康保険・厚生年金保険未加入者がい
る場合の未加入理由

確認事項 指定管理者による具体的な取組内容

従業員の健康保険・厚生年金保険加入に関する
取組

全て加入している。

確認事項 未加入とする理由

うち厚生年金保険
未加入従業員数

当該指定管理施設で勤務する従業員の健康
保険・厚生年金保険加入状況

43 43 0 43 0

９　健康保険・厚生年金保険の加入について

確認事項 従業員数
うち健康保険
加入従業員数

うち健康保険
未加入従業員数

うち厚生年金保険
加入従業員数

従業員の雇用保険加入に関する取組
雇用者はすべて加入している。

確認事項 未加入とする理由

従業員に雇用保険未加入者がいる場合の未加入
理由

当該指定管理施設で勤務する従業員の雇用保険
加入状況

43 43 0

確認事項 指定管理者による具体的な取組内容

８　雇用保険の加入について

確認事項 従業員数
うち雇用保険
加入従業員数

うち雇用保険
未加入従業員数
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・・・・・・・・職員等

・・・・・・・・職員等以外

・・・・・・・・書類等の流れ

・・・・・・・・現金の流れ

（住宅使用料）
① ②

（領収書）

⑩

別紙５

県営住宅使用料等の料金徴収フロー図（北部地区・中部A地区、中部B地区、南部地区）

利用料金の名称 県営住宅使用料 施設の名称 県営住宅

④（払込書、現金）

フロー図 支払い方法の種類

住
宅
使
用
料

① 口座引落

② 納入通知書（納付書）

③ 代理納付

④ 出納員徴収

※①～③については、直接指定管理者の口座へ入金

④出納員徴収の流れ

入居者

⑨現金出納簿作成

出納員（職員・嘱託員） 経　理　（職　員）
③現金払込書を作成し経理へ ⑤払込書と現金の突合（毎日）

⑥現金出納簿作成
⑦銀行へ入金（毎日）
⑭月の第五営業日と２０日に沖

出納員（職員・嘱託員） 縄県へ入金
⑧払込書と領収書の突合 ⑮通帳と出納簿の突合

⑤払込書と現金の突合。　（経理）

（現金出納簿、領収書、払込書）

管理者（課長・副参事）
⑪現金出納簿と領収書の突合
⑫日報に収入額を記載
⑬月末に月報作成

①出納員が入居者から住宅使用料を受取る
②出納員は使用料を徴収し入居者に領収書を渡す
③出納員は現金払込書を作成する（払込書と現金の突合）
④出納員は現金と払込書を経理へ引継

⑥現金出納簿の作成。　（経理）
⑦指定管理者の口座へ入金　（経理）
⑧担当者で払込書と領収書の突合
⑨担当者で現金出納簿作成
⑩現金出納簿、領収書、払込書の引継
⑪現金出納簿と領収書の突合
⑫管理者は日報に収入額を記載
⑬管理者は月末に月報作成
⑭当月の第五営業日と２０日に沖縄県へ入金（経理）
⑮通帳と出納簿の突合（経理）


